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．
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０
０
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広
報
活
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体
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的

・
効

果
的

な
実

施
・
受
刑

者
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直
接
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す
る
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所
に
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い
て
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で
の
勤
務

の
実

施
・
幹
部
職
員
と
一
般
職

員
の
意
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交

換
会
の
実
施

・
矯
正
局
等
上
級
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庁
職

員
に
よ
る
若

年
職

員
の
面
接

の
実

施
･採

用
後
１
年
未

満
の

職
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に
対

す
る
相
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・
助
言

・
指
導

等
に
よ

る
支
援

【
女
性
刑
務
官
の
課
題
】

・
女

子
刑

事
施

設
の

安
定

的
運

営
が

困
難

・
女

性
職

員
の

ラ
イ

フ
イ

ベ
ン

ト
へ

の
配

慮
が

困
難

・
矯

正
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政
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お
け

る
女

性
の

登
用

が
困

難

【
課
題
克
服
の
た
め
の
方
策
】
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ２．社会の課題解決を主導する女性の育成 

中項目 （３）社会の安全・安心を確保する女性人材の育成拡大 

小項目 ④ 防衛省・自衛隊における女性の採用・登用の拡大のための取組を進め

るとともに、平和・安全保障分野の女性活躍について先進的な取組を行っ

ている諸外国・国際機関等との協力を深め、効果的な取組の共有などを行

うことにより、女性隊員の一層の活躍を推進する。 

該当施策名 

（事業名） 
諸外国の女性軍人との交流（女性活躍シンポジウム） 

該当施策の背景・

目的 

 任務の多様化・国際化に伴う自衛隊の活躍の場の広がりにより、これま

で以上に家庭との両立を図りつつ任務を遂行する女性自衛官の増加が見

込まれる中、女性の活躍について先進的な各国の女性軍人との意見交換等

を行うことにより、今後の女性の活躍推進に係る施策の資とし、女性隊員

の一層の活躍の推進を図るもの 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算：   0 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：  ） 

該当施策概要 女性軍人の占める割合が高く、また、女性軍人の活躍を進めている諸外

国の女性軍人を交えたシンポジウムを開催し、女性活躍施策や軍隊におけ

る女性の役割などについて意見交換等を行うことにより、今後の女性活躍

施策の検討の資とするとともに、活躍する諸外国の女性軍人との交流によ

り、女性自衛官の更なる意欲の向上や防衛省・自衛隊の女性活躍施策の対

外的発信を図る。 

問い合わせ先 

部局課 

防衛省 

人事教育局人事計画・補任課男女共同参画推進企画室 
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ３．女性活躍のための環境整備 

中項目 （１）女性の活躍を支援する税制・社会保障制度等 

小項目  就業調整等につながる可能性のある税制・社会保障制度等について、働

きたい人が働きやすい中立的なものとなるよう検討を進め、第４次男女共

同参画基本計画期間中のできるだけ早期に見直しを行う。具体的には、税

制における個人所得課税について、各種控除や税率構造の一体的な見直し

を検討するとともに、社会保障制度については、平成 28年 10 月からの短

時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の着実な実施、更なる適用拡大

を進める。 

該当施策名 

（事業名） 
女性が働きやすい制度等への見直し 

該当施策の背景・

目的 

「『日本再興戦略』改訂 2014」では、「働き方に中立的な税制・社会保

障制度等への見直し」として、税制、社会保障制度、配偶者手当等につ

いて総合的に検討することとされた。これを踏まえ、昨年 10月、経済財

政諮問会議で各制度について議論を行い、内閣総理大臣から、関係大臣

に対して総合的に具体的取組の検討を進めるよう指示するとともに、人

事院にも国家公務員の配偶者手当について検討するよう要請した。女性

の活躍の更なる促進に向け、税制、社会保障制度、配偶者手当等の在り

方については、世帯所得がなだらかに上昇する、就労に対応した保障が

受けられるなど、女性が働きやすい制度となるように具体化・検討を進

める。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：有識者会議において議論） 

該当施策概要 税制については、昨年 11月に政府税制調査会総会において取りまとめられ

た「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税

改革に関する論点整理（第一次レポート）」を踏まえ、幅広く丁寧な国民的議

論を進めていく。社会保障制度については、年金機能強化法による被用者保

険（厚生年金保険・健康保険）の適用拡大（2016年 10月施行）に加え、社会

保障制度改革プログラム法や年金機能強化法附則に設けられた規定に基づ

き、2016 年 10 月の適用拡大の施行の状況や影響を勘案して、更なる適用拡

大に向けた検討を着実に進めていくとともに、2016 年 10 月の施行に合わせ

て中小企業にも適用拡大の途を開くための制度的措置を講ずる。また、配偶

者手当についても、官の見直しの検討とあわせて、労使に対しその在り方の

検討を促す。 

問い合わせ先 

部局課 

内閣府 

政策統括官（経済社会システム担当） 
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「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税改革
に関する論点整理（第一次レポート）」の概要

平成26年11月
政府税制調査会

 共働きが増加している中で、片働きを一方的に優遇するなど、個々
人の働くことへの選択を歪めることは適当ではないとの指摘。

 「パート世帯」においては、配偶者が基礎控除の適用を受けるとと
もに納税者本人も配偶者控除の適用を受けている（いわゆる「二重の
控除」が行われている）との指摘。

 配偶者の収入が103万円を超えると納税者本人が配偶者控除を受け
られなくなることが配偶者の就労を抑制する「壁」になっているとの
指摘（いわゆる103万円の壁）。

現行制度

 家族の助け合いや家庭における子育てを積極的に評価すべきとの
観点等から配偶者がいることに対する税制上の配慮を残すべきでは
ないか。

 「片働き世帯」及び「パート世帯」にとって負担増となり得る。特
に「子どものいない低所得の世帯」に負担増となることについて所得
再分配の観点からどう考えるか。

選択肢Ａ－１…配偶者控除の廃止＋子育て支援の拡充

「片働き世帯」及び
「パート世帯」（配偶者
の収入０万円～141万
円）は負担増

子育て
支援

選択肢Ａ－２…配偶者控除の適用に所得制限＋子育て支援を拡充

選択肢Ｂ－１…移転的基礎控除の導入＋子育て支援の拡充

配偶者控除に代えて、配偶者の所得の計算において控除しきれなかった基礎控除を納税者本人に移転するための仕組み（移転的基礎
控除）を導入し、配偶者の働き方（収入）によらず夫婦２人で受けられる所得控除の合計額を一定とすることで、二重の控除を解消し、
中立的な税制に近づける。

「パート世帯」（配偶者
の収入65万円～141万
円）は負担増

子育て
支援

 配偶者の税率が納税者本人の税率より低いときには、配偶者が就労
せずに、納税者本人が配偶者から移転された基礎控除の適用を受ける
方が、世帯として税負担軽減額が大きくなるため、配偶者の就労に対
し抑制的な効果が働く可能性。

 「パート世帯」にとって負担増となり得る。特に「子どものいない
低所得の世帯」に負担増となることについて所得再分配の観点からど
う考えるか。

選択肢Ｂ－２…移転的基礎控除の導入・税額控除化＋子育て支援の拡充

選択肢Ｃ…「夫婦世帯」を対象とする新たな控除の導入＋子育て支援の拡充

「夫婦世帯」を対象
とする新たな控除を
創設。

所得税・個人住民税
の諸控除のあり方を
全体として改革する
中で実現。

子育て
支援

納
税
者
本
人

の
控
除
額

配
偶
者
の

控
除
額

103 141

（万円）

0 65

配偶者

の収入

38

38

基礎控除
（納税者本人）

基礎控除
（配偶者）

所得税・個人住民税の諸控除のあり方を全体として改革する中で、配偶者控除に代えて、若い世代の結婚や子育てに配慮する観
点から「夫婦世帯」に対し配偶者の収入にかかわらず適用される新たな控除を創設する。

 「夫婦世帯」においても働き方や所得水準などの状況は
様々であることから、「夫婦世帯」・「単身世帯」を問わず
経済力のある者に対する配慮措置を見直すことを含め、所得
税・個人住民税の諸控除のあり方を全体として改革する中で
実現する必要。

 税制が結婚に対して中立的でなくなるため、その是非につ
いて十分な議論が必要なのではないか。

 「夫婦を形成せずに子育てを行っている世帯」に対する配
慮についてどう考えるか。

○ 上記のいずれの選択肢が望ましいかについては、家族のあり方や働き方に関する国民の価値観に深く関わることから、今後、幅広
く丁寧な国民的議論が必要。今後の議論によってさらに新たな選択肢が提案されることも考えられる。

○ これからの社会によりふさわしい負担構造を構築するとの観点から行うことを踏まえれば、改正全体としては税収中立あるいは財
政中立を念頭に行っていく必要。

昭和36年（1961年）に配偶者控除が創設されて以来、半世紀が経過。人口減少という大きな構造変化を踏まえれば、今後は「結
婚し夫婦共に働きつつ子どもを産み育てるといった世帯」に対する配慮の重要性が高まる。

〔 配偶者の働き方（収入）により納税者本人の控除額が影響を受けない中立的な仕組みとするため、配偶者控除を廃止する。〕

中低所得の世帯に負担増とならないよう配偶者控除の廃止は高所得
の世帯に限定

夫婦２人で受けられる税負担軽減額が一定となるよう、移転的基礎
控除の導入とあわせて基礎控除を税額控除化

（万円）

（万円）

（万円）

（万円）

（万円）

（万円）

（万円）

（万円）
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『社会保障審議会年金部会における議論の整理
（平成２７年１月２１日）』（概要） －抜粋－

１．短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大について

○ 全体的な方向性としては、更に適用拡大を進めていく必要があることについて、異
論はなし。

○ 労働力人口の減少が供給要因として経済に影響したり、企業の雇用過剰感が不足

超過に転じたことが指摘される中、28年10月の施行後の本格的な適用拡大の検討に

先立って、この問題を一歩でも前に進めることが重要。

平成28年10月施行の適用拡大の対象から外れるもの、特に企業規模要件を満たさ

ない事業所について、労使の合意を前提として、任意で適用拡大できるようにするこ

とが考えられるとの意見あり。

２．高齢期の就労と年金受給の在り方について （略）

３．年金額改定（スライド）の在り方について （略）

※平成２７年１月２１日付け「社会保障審議会年金部会における議論の整理」を、
厚生労働省年金局の責任において編集したもの

４．高所得者の年金給付の在り方・年金制度における世代内の再
分配機能の強化について （略）

５．働き方に中立的な社会保障制度について（第３号被保険者制度
の在り方を含む）

○ 共働き世帯の増加、女性の就業促進が重要な課題であることなどを踏まえ、第３号
被保険者を将来的に縮小していく方向性については共有。

○ 第３号被保険者は、出産や育児のために離職した者、配偶者が高所得で自ら働く必

要が高くない者など、多様な属性を持つ者が混在していることを踏まえた検討が必要

であることについても、認識を共有。

○ まずは、被用者年金の適用拡大を進め、被用者性が高い人に被用者保険を適用し

ていくことを進めつつ、第３号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを踏ん

でいくことが必要。

６．第１号被保険者の産前産後期間の保険料の取扱いについて

（略）

７．遺族年金制度の在り方について （略）
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平成27年職種別民間給与実態調査における

家族手当に係る調査について

（人事院実施）

○ 調査期間

平成27年５月１日～６月18日

○ 家族手当に係る調査内容

① 家族手当制度の有無（配偶者への支給の有無、子への支給の有

無）

② 配偶者の収入制限（収入制限の有無、収入制限の額）

③ 扶養家族の構成別手当月額

④ 配偶者の収入に応じた手当額の調整措置の有無及び内容

⑤ 配偶者の手当を見直す予定の有無及び内容

（参考）平成26年職種別民間給与実態調査における調査結果

家族手当制度がある事業所 76.8％

うち 配偶者に家族手当を支給する事業所 92.7％
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「経済の好循環の継続に向けた政労使の取組について（抜粋）」 

（平成 26 年 12 月 16 日 政労使会議） 

７．女性が働きやすい制度等への見直し 

女性の活躍については、官民を挙げて推進する。政府は、女性が

働くことで世帯所得がなだらかに上昇する制度となるよう税制や社

会保障制度を見直す。配偶者手当についても、官の見直しの検討と

あわせて、労使は、その在り方の検討を進める。 
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ３．女性活躍のための環境整備 

中項目 （１）女性の活躍を支援する税制・社会保障制度等 

小項目 

該当施策名 

（事業名） 

個人所得課税における各種控除や税率構造の一体的な見直し 

該当施策の背景・

目的 

就業調整等につながる可能性のある税制・社会保障制度等について、働きた

い人が働きやすい中立的なものとなるよう検討を進める。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：  ） 

該当施策概要 個人所得課税について「総合的かつ一体的に税負担構造の見直しを行う」

とされている骨太の方針等を踏まえ、今後、政府税制調査会において、配

偶者控除を含めて多様な論点を整理し、幅広く丁寧な国民的議論を進めて

いく。 

問い合わせ先 

部局課 

財務省 

主税局税制第一課 

92



「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税改革
に関する論点整理（第一次レポート）」の概要

平成26年11月
政府税制調査会

 共働きが増加している中で、片働きを一方的に優遇するなど、個々
人の働くことへの選択を歪めることは適当ではないとの指摘。

 「パート世帯」においては、配偶者が基礎控除の適用を受けるとと
もに納税者本人も配偶者控除の適用を受けている（いわゆる「二重の
控除」が行われている）との指摘。

 配偶者の収入が103万円を超えると納税者本人が配偶者控除を受け
られなくなることが配偶者の就労を抑制する「壁」になっているとの
指摘（いわゆる103万円の壁）。

現行制度

 家族の助け合いや家庭における子育てを積極的に評価すべきとの
観点等から配偶者がいることに対する税制上の配慮を残すべきでは
ないか。

 「片働き世帯」及び「パート世帯」にとって負担増となり得る。特
に「子どものいない低所得の世帯」に負担増となることについて所得
再分配の観点からどう考えるか。

選択肢Ａ－１…配偶者控除の廃止＋子育て支援の拡充

「片働き世帯」及び
「パート世帯」（配偶者
の収入０万円～141万
円）は負担増

子育て
支援

選択肢Ａ－２…配偶者控除の適用に所得制限＋子育て支援を拡充

選択肢Ｂ－１…移転的基礎控除の導入＋子育て支援の拡充

配偶者控除に代えて、配偶者の所得の計算において控除しきれなかった基礎控除を納税者本人に移転するための仕組み（移転的基礎
控除）を導入し、配偶者の働き方（収入）によらず夫婦２人で受けられる所得控除の合計額を一定とすることで、二重の控除を解消し、
中立的な税制に近づける。

「パート世帯」（配偶者
の収入65万円～141万
円）は負担増

子育て
支援

 配偶者の税率が納税者本人の税率より低いときには、配偶者が就労
せずに、納税者本人が配偶者から移転された基礎控除の適用を受ける
方が、世帯として税負担軽減額が大きくなるため、配偶者の就労に対
し抑制的な効果が働く可能性。

 「パート世帯」にとって負担増となり得る。特に「子どものいない
低所得の世帯」に負担増となることについて所得再分配の観点からど
う考えるか。

選択肢Ｂ－２…移転的基礎控除の導入・税額控除化＋子育て支援の拡充

選択肢Ｃ…「夫婦世帯」を対象とする新たな控除の導入＋子育て支援の拡充

「夫婦世帯」を対象
とする新たな控除を
創設。

所得税・個人住民税
の諸控除のあり方を
全体として改革する
中で実現。

子育て
支援

納
税
者
本
人

の
控
除
額

配
偶
者
の

控
除
額

103 141

（万円）

0 65

配偶者

の収入

38

38

基礎控除
（納税者本人）

基礎控除
（配偶者）

所得税・個人住民税の諸控除のあり方を全体として改革する中で、配偶者控除に代えて、若い世代の結婚や子育てに配慮する観
点から「夫婦世帯」に対し配偶者の収入にかかわらず適用される新たな控除を創設する。

 「夫婦世帯」においても働き方や所得水準などの状況は
様々であることから、「夫婦世帯」・「単身世帯」を問わず
経済力のある者に対する配慮措置を見直すことを含め、所得
税・個人住民税の諸控除のあり方を全体として改革する中で
実現する必要。

 税制が結婚に対して中立的でなくなるため、その是非につ
いて十分な議論が必要なのではないか。

 「夫婦を形成せずに子育てを行っている世帯」に対する配
慮についてどう考えるか。

○ 上記のいずれの選択肢が望ましいかについては、家族のあり方や働き方に関する国民の価値観に深く関わることから、今後、幅広
く丁寧な国民的議論が必要。今後の議論によってさらに新たな選択肢が提案されることも考えられる。

○ これからの社会によりふさわしい負担構造を構築するとの観点から行うことを踏まえれば、改正全体としては税収中立あるいは財
政中立を念頭に行っていく必要。

昭和36年（1961年）に配偶者控除が創設されて以来、半世紀が経過。人口減少という大きな構造変化を踏まえれば、今後は「結
婚し夫婦共に働きつつ子どもを産み育てるといった世帯」に対する配慮の重要性が高まる。

〔 配偶者の働き方（収入）により納税者本人の控除額が影響を受けない中立的な仕組みとするため、配偶者控除を廃止する。〕

中低所得の世帯に負担増とならないよう配偶者控除の廃止は高所得
の世帯に限定

夫婦２人で受けられる税負担軽減額が一定となるよう、移転的基礎
控除の導入とあわせて基礎控除を税額控除化

（万円）

（万円）

（万円）

（万円）

（万円）

（万円）

（万円）

（万円）

93



第
３
章

「
経

済
・
財

政
一

体
改

革
」
の

取
組

－
「
経

済
・
財

政
再

生
計

画
」

２
．
計

画
の

基
本

的
考

え
方

（
歳

入
改

革
）

経
済

再
生

に
寄

与
す
る
観

点
か

ら
、
現

在
進

め
て
い
る
成

長
志

向
の

法
人

税
改

革
を
で
き
る
だ
け
早

期
に
完

了
す
る
。
持

続
的

な

経
済

成
長

を
維

持
・
促

進
す
る
と
と
も
に
、
経

済
成

長
を
阻

害
し
な
い
安

定
的

な
税

収
基

盤
を
構

築
す
る
観

点
か

ら
、
税

体
系

全
般

に

わ
た
る
オ
ー
バ

ー
ホ
ー
ル

を
進

め
る
。
そ
の

中
で
、
将

来
の

成
長

の
担

い
手

で
あ
る
若

い
世

代
に
光

を
当

て
る
こ
と
に
よ
り
経

済
成

長

の
社

会
基

盤
を
再

構
築

す
る
。
ま
た
、
ⅰ

）
低

所
得

若
年

層
・
子

育
て
世

代
の

活
力

維
持

と
格

差
の

固
定

化
防

止
の

た
め
の

見
直

し
、

ⅱ
）
働

き
方

・
稼

ぎ
方

へ
の

中
立

性
・
公

平
性

の
確

保
、
ⅲ

）
世

代
間

・
世

代
内

の
公

平
の

確
保

な
ど
、
経

済
社

会
の

構
造

変
化

を
踏

ま

え
た
税

制
の

構
造

的
な
見

直
し
を
計

画
期

間
中

の
で
き
る
だ
け
早

期
に
行

う
こ
と
と
し
、
政

府
税

制
調

査
会

を
中

心
に
具

体
的

な
制

度

設
計

の
検

討
に
速

や
か

に
着

手
す
る
。

経
済

財
政

運
営

と
改

革
の

基
本

方
針
20
15

（
平

成
２
７
年

６
月

３
０
日

閣
議

決
定

）
（
抄
）
①
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５
．
主

要
分

野
ご
と
の

改
革

の
基

本
方

針
と
重

要
課

題

［
５
］
歳

入
改

革
、
資

産
・
債

務
の

圧
縮

（
１
）
歳

入
改

革

②
税

制
の

構
造

改
革

（
基

本
的

考
え
方

）

人
口

動
態

、
世

帯
構

成
、

働
き

方
・

稼
ぎ

方
な

ど
、

経
済

社
会

の
構

造
が

大
き

く
変

化
す

る
中

、
持

続
的

な
経

済
成

長
を

維
持

・
促

進
す

る
と

と
も

に
、

経
済

成
長

を
阻

害
し

な
い

安
定

的
な

税
収

基
盤

を
構

築
す

る
観

点
か

ら
、

税
体

系
全

般
に
わ

た

る
オ
ー
バ

ー
ホ
ー
ル

を
進

め
る
。
そ
の

中
で
、
将

来
の

成
長

の
担

い
手

で
あ
る
若

い
世

代
に
光

を
当

て
る
こ
と
に
よ
り
経

済
成

長
の

社

会
基

盤
を
再

構
築

す
る
。
特

に
、
ⅰ

）
夫

婦
共

働
き
で
子

育
て
を
す
る
世

帯
に
と
っ
て
も
、
働

き
方

に
中

立
的

で
、
安

心
し
て
子

育
て
で

き
る
、
ⅱ

）
格

差
が

固
定

化
せ

ず
、
若

者
が

意
欲

を
も
っ
て
働

く
こ
と
が

で
き
、
持

続
的

成
長

を
担

え
る
社

会
の

実
現

を
目

指
す
。

こ
の

た
め

、
以

下
の

基
本

方
針

を
踏

ま
え

、
具

体
的

な
制

度
設

計
に

つ
い

て
速

や
か

に
検

討
に

着
手

し
、

税
制

の
見

直
し

を
計

画
期

間
中

、
で

き
る

だ
け

早
期

に
行

う
。

そ
の

際
、

今
後

の
改

革
の

中
心

と
な
る
個

人
所

得
課

税
に
つ
い
て
は

、
税

収
中

立
の

考
え
方

を
基

本
と
し
て
、
総

合
的

か
つ
一

体
的

に
税

負
担

構
造

の
見

直
し
を
行

う
。

経
済

財
政

運
営

と
改

革
の

基
本

方
針
20
15

（
平

成
２
７
年

６
月

３
０
日

閣
議

決
定

）
（
抄
）
②

95



（
改

革
の

基
本

方
針

）

ⅰ
）
成

長
志

向
の

法
人

税
改

革

・
現

在
進

め
て

い
る

成
長

志
向

の
法

人
税

改
革

を
で

き
る

だ
け

早
期

に
完

了
す

る
。

ⅱ
）
低

所
得

若
年

層
・
子

育
て
世

代
の

活
力

維
持

と
格

差
の

固
定

化
防

止
の

た
め
の

見
直

し

・
年

齢
で

は
な

く
経

済
力

を
重

視
す

る
一

方
、

成
長

の
担

い
手

で
あ

る
若

い
世

代
を

含
む

低
所

得
層

に
対

し
て

は
、

社
会

保

障
給

付
制

度
と

の
整

合
性

を
勘

案
し

つ
つ

総
合

的
な

取
組

の
中

で
、

勤
労

意
欲

を
高

め
、

安
心

し
て

結
婚

し
子

ど
も

を
産

み

育
て

る
こ

と
が

で
き

る
生

活
基

盤
の

確
保

を
後

押
し

す
る

観
点

か
ら

税
負

担
構

造
及

び
社

会
保

険
の

負
担

・
適

用
構

造
の

見

直
し

を
進

め
る

。

ⅲ
）
働

き
方

・
稼

ぎ
方

へ
の

中
立

性
・
公

平
性

の
確

保

・
女

性
の

活
躍

推
進

・
子

ど
も

子
育

て
支

援
の

観
点

等
を

踏
ま

え
つ

つ
、

多
様

化
す

る
働

き
方

等
へ

の
中

立
性

・
公

平
性

を

よ
り

高
め

る
た

め
、

早
期

に
取

り
組

む
。

ⅳ
）
世

代
間

・
世

代
内

の
公

平
の

確
保

等

・
年

齢
で

は
な

く
所

得
や

資
産

な
ど

の
経

済
力

を
重

視
し

つ
つ

、
世

代
間

・
世

代
内

の
公

平
を

確
保

す
る

。

・
資
産
格
差
が
次
世
代
に
お
け
る
子
女
教
育
な
ど
の
機
会
格
差
に
つ
な
が
る
こ
と
を
避
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
老
後
扶

養
の
社
会
化
が
相
当
程
度
進
展
し
て
い
る
実
態
の
中
で
遺
産
の
社
会
還
元
と
い
っ
た
観
点
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま

え
た
見
直
し
を
行
う
。

ⅴ
)
地

域
間

の
税

源
の

偏
在

是
正

・
地

方
が

自
ら

の
責

任
で

地
方

創
生

に
取

り
組

む
た

め
に

は
税

財
源

が
必

要
と

の
考

え
の

下
、

引
き

続
き

税
源

の
偏

在
性

が

小
さ

く
税

収
が

安
定

的
な

地
方

税
体

系
を

構
築

す
る

。

経
済

財
政

運
営

と
改

革
の

基
本

方
針
20
15

（
平

成
２
７
年

６
月

３
０
日

閣
議

決
定

）
（
抄
）
③
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ３．女性活躍のための環境整備 

中項目 （１）女性の活躍を支援する税制・社会保障制度等 

小項目 

該当施策名 

（事業名） 
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大 

該当施策の背景・

目的 

平成 24年に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化

等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成 24年法律第 62号）」

により、一定の条件を満たす短時間労働者について、平成 28年 10 月から

被用者保険の適用拡大を実施することとしており、働き方に中立的な社会

保障制度としていく観点からも、短時間労働者に対する被用者保険の適用

拡大を進めていくことが課題とされている。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：  ） 

該当施策概要 平成 24 年に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化

等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成 24年法律第 62号）」

により、一定の条件を満たす短時間労働者について、平成 28年 10 月から

被用者保険の適用拡大を実施する。また、同月の施行に合わせて中小企業

にも適用拡大の途を開くための制度的措置を講ずるとともに、施行の状況

や影響を勘案して、更なる適用拡大に向けた検討を進める。 

問い合わせ先 

部局課 

厚生労働省 

年金局年金課 
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ３．女性活躍のための環境整備 

中項目 （２）長時間労働の削減等の働き方改革 

小項目 Ⅰ労働時間制度の見直し 

Ⅱ長時間労働を前提とした働き方の見直しに向けた企業への働きかけ等 

該当施策名 

（事業名） 

Ⅰ「労働基準法等の一部を改正する法律（案）」の円滑な施行 

Ⅱ長時間労働の削減等の働き方の見直しに向けた取組の推進（①企業労使

の自主的取組に対する技術的支援（自己診断用指標の開発・活用、ポータ

ルサイトの設置・活用、コンサルタントによる助言指導等）、②中小企業

事業主に対する経済的支援（助成金）、③企業や労使団体への働きかけ） 

該当施策の背景・

目的 

女性を含めたすべての労働者が、子育て、介護、自己啓発、地域社会へ

の貢献などの生活と仕事との調和を図りつつ、その意欲や能力を十分発揮

できるようにし、更なる労働参加と生産性の向上を図る。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算：   1,376,622千円 

（内訳） 

・労働基準法周知経費：8,606千円 

・長時間労働の抑制と仕事と生活の調和の実現に向けた 

働き方・休み方の実現：1,368,016千円 

 28年度要求方針： 新規  拡充  継続 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他 

該当施策概要 Ⅰ 第 189 回通常国会に提出している「労働基準法等の一部を改正する法律

案」が成立した場合、下位法令の検討を労働政策審議会で速やかに行うと

ともに、法の円滑な施行に向けて事業主等に対する周知等を行う。 

Ⅱ①企業労使の自主的取組に対する技術的支援等 

  「働き方・休み方改善指標」の活用事例の収集・周知、「働き方・休み方

改善ポータルサイト」を活用した各企業への取組支援や、各労働局に配置

している「働き方・休み方改善コンサルタント」による助言指導を行う。 

②中小企業事業主に対する経済的支援

中小企業事業主が、所定外労働時間の削減等に取り組んだ場合に、必要

経費の一部について助成を行う（職場意識改善助成金）。 

③企業への働きかけ

全国的労使団体や業界のリーディングカンパニーに直接働きかけを行う

とともに、労働局幹部が管内に本社機能を有する主要な企業のトップを訪

問し、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進をはじめとする働き方

の見直しに取り組むよう、働きかける。 

来年度においては、重点の趣旨を踏まえて拡充に向け検討している。 

問い合わせ先 

部局課 

厚生労働省 

労働基準局労働条件政策課 
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